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エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドラインについて

⚫ 資源エネルギー庁は、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス（以下、
ERAB）において問題となり得る事項について、関係者が参考とすべき基本原則とな
る具体的な指針として、ERABに関するガイドライン（以下、「ERABガイドライン」 ）を
まとめた。

⚫ ERABガイドラインは、事業環境の変化に応じて改定しており、直近では、2020年6月
に改定。

⚫ 一方、昨年度の次世代の分散型電力システムに関する検討会や電力・ガス基本政策
小委員会での議論を経て、システム改修等が順調に進むことを前提とし、需給調整市
場における低圧小規模リソースの活用及び機器個別計測が2026年度より開始する
方針が決定された。

⚫ 加えて、2024年度より開始した容量市場において、事業者間連携ルールやフォーマッ
トの標準化を求める声が関係事業者からあがっている。

⚫ これらの状況を踏まえ、ERABガイドラインを改定することとしたい。
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① 機器個別計測の概要及び活用について

⚫ 機器個別計測とは、受電点（受電の場所と同一の構内への入り口となる地点）では
なく、受電点から電力を供給される個別の機器や装置毎に計測する方法。

⚫ 機器個別計測を行うことによって、例えば、蓄電システムやヒートポンプ給湯機といった需
要側リソースが提供した調整力を、需要家構内の他のリソースの負荷変動に影響さ
れることなく評価が可能となる。

⚫ これら機器個別計測の概要及び活用をガイドラインに記載する。

（出所）次世代の分散型電力システムに関する検討会 中間とりまとめ

受電点計測の課題および機器個別計測の効果
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② 低圧リソース及び機器個別計測に適したベースラインについて

⚫ ERABガイドラインでは、ベースライン※を求める方法として 「High4of5（当日調整あ
り）」（以下、「標準ベースライン」とする）を推奨している。

⚫ 現在、主に産業用施設や自家発電設備など、高圧以上かつ受電点計測のDRが広
がり、標準ベースラインは活用されている状況。低圧についても、今後、需給調整市場
をはじめ、活用の促進が見込まれるところ、低圧リソースや機器個別計測に適したベー
スラインを検討する必要。

⚫ 低圧向けのベースラインの検討においては、一般社団法人電力データ管理協会から提
供を受けたデータを、個別管理・群管理の両ケースに分けて分析※を行う。

※分析に用いるデータや具体的な計算方法等の詳細については、今後、野村総研や協力事業者と協議の上、事務局において決定する。

⚫ なお、分析の際は、欧米で現在活用されているベースラインを調査の上、 「正確性」「公
平性」「簡便性」「事前性」の４軸にて評価、優先順位を付けた【参考】。優先順位の
高いものから検討を実施する。

⚫ 機器個別計測向けのベースラインの検討においては、これまでの実証事業から得られた
データや成果を活用し、需給調整市場での利用を想定して検討を行う。

⚫ 分析・検討結果を踏まえ、それぞれに適したベースラインをガイドラインに記載する予定。

※ 制御指令がなかった場合に想定される
電力量のこと。
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【参考】分析対象ベースラインの優先度を決める評価軸

（出所）次世代の分散型電力システムに関する検討会（第10 回）資料６
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【参考】分析対象ベースラインの優先度

（出所）次世代の分散型電力システムに関する検討会（第10 回）資料６
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③ 機器個別計測で必要となる便益調整の定義等

⚫ ネガワット調整金とは、小売電気事業者とアグリゲーターとの間に生じる費用と便益の不
一致を調整するべく、アグリゲーターが小売電気事業者に対して支払う調整金のこと。

⚫ 第９回検討会において、機器点での調整力供出量は、DRによる小売の需要抑制量
と等しくなることから、調整金を支払う対象となる需要抑制量そのものであることを確認
し、従来のネガワット調整金と同様の精算を行う整理となった。

⚫ 一方、DRを実施したことにより受電点潮流の計画・実績が順潮から逆潮に入れ替わる
場合かつ、小売電気事業者が需要家と発電調整力契約を結び、逆潮流の電気の買
取りを行っている場合の精算は、アグリゲーターが小売電気事業者と個別に調整を行う
こととなった。

⚫ これらの整理等を踏まえ、機器個別計測で必要となる便益調整の定義等をガイドライ
ンへ記載する。
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【参考】ネガワット調整金とは

⚫ ネガワット調整金とは、小売電気事業者とアグリゲーターとの間に生じる費用と便益の不一致を調
整するべく、アグリゲーターが小売電気事業者に対して支払う金額である。

（出所）ERAB検討会 第10回 制御量評価WG 資料４
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【参考】まとめ

⚫ 今回、機器個別計測を活用して調整力を供出した場合の小売電気事業者への影響に関して整
理を行ったところ、機器点での調整力供出量は、 DRによる小売の需要抑制量と等しく、アグリ
ゲータが小売に調整金を支払う対象となる需要抑制量であることを確認された。

⚫ したがって、機器点の調整力供出量をアグリゲータが小売に調整金を支払う対象となる需要抑
制量とし、従来の『ネガワット調整金』と同様の仕組みで精算することとしてはどうか。また、呼称
に関しても、これまで『調整金（仮称）』としてきたが、本整理により『ネガワット調整金』に含まれる
こととしてはどうか。

⚫ なお、DRにより受電点潮流の計画・実績変化が逆潮で変わらない場合は、小売販売量は0から
変わらないため、本調整金の対象外となる。

⚫ また、DRにより受電点潮流の計画・実績変化が順潮から逆潮に入れ替わる場合、DRによる逆潮
分については、小売販売量は0から変わらない。よって、DRによる順潮分の電力量についてのみ、
ネガワット調整金の仕組みを活用して、精算することとしてはどうか。

⚫ これらのうち、小売電気事業者が需要家と発電調整力契約を結び、逆潮流の電力を買取りを
行っている場合は、 DRにより買取量に関係する逆潮流のスマートメーターの計量値が調整力分
増加することになるため、アグリゲーターが小売電気事業者と個別に調整していくこととし、機器
個別計測の運開後の実施状況を踏まえ、必要に応じ、改めて検討していくこととしてはどうか。

（出所）第9回 次世代の分散型電力システムに関する検討会 資料4
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④ 供給元小売電気事業者との連携時における標準フォーマットについて

⚫ 類型1‐②※の形態では、ネガワット取引を実施する場合に小売電気事業者においてBG計画
（需要計画・販売計画）の変更が必要となるため、DR発動時において、アグリゲーターは小売
電気事業者への発動通告が必要。

⚫ 容量市場の発動指令電源においては、発動指令が実需給の最短３時間前（ゲートクローズ２
時間前）にあるため、発動通告を非常に短時間（発動後30分以内/ゲートクローズ１時間
30分前）で行うことが求められている。

⚫ 一方、発動通告の連絡方法について、標準的な方法が定められていないため、連絡手段や通
告方法等が小売電気事業者ごとに異なっている状況。

⚫ これらの状況を踏まえ、発動通告の連絡方法について、業者間連携ルールや標準フォーマットの
必要性を事業者等へ確認・検討の上、ガイドラインへ記載する。

〈アグリゲーターから小売電気事業者への通告方法（例）〉

※アグリゲーターが、他社小売電気事業者が供給する需要家を下げＤＲし、
その抑制された需要量を利用するもの。
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ERABガイドライン改定に向けた今後の進め方

⚫ 関連事業者等と連携の上、2025年度上半期中のERABガイドライン改定を目指す。

⚫ なお、改定案について、本検討会に提示の上、パブリックコメントを実施する予定。

項目
2024年度 2025年度

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 上半期

次世代の分散型電力に関する検討会
開催予定日程 ★ ★ ★

ERABガイドライン改定

① 低圧ベースライン分析・評価の実施

② ネガワット調整契約における情報取得ルー
ル・標準フォーマットに関するヒアリング

③ 標準化するルールや統一するフォーマットの
検討・調整

①-③を含む、改定事項の文面案検討

パブリックコメント実施・回答・修正 ★

パブリックコメントの結果を踏まえた改定案公開 ★

〈今後の進め方〉


